
三重県内の９月中における特殊詐欺被害について
県 内 で は 、 今 年 ９ 月 末 ま で に 特 殊 詐 欺 被 害 は ５ ８ 件 、

約９，０１０万円の被害があり、このうち９月中については８件、

約８４０万円の被害となっています。
【９月中の被害内容】

○ オ レ オ レ詐 欺 ４件 被害額約 約４００万円

○ 架 空 請 求詐 欺 ２件 被害額約 約１６０万円

○ 融資保証金詐欺 １件 被害額約 約２３０万円

○ 還 付 金 等詐 欺 ０件 被害額約 ０万円

○ そ の 他 １件 被害額約 約５０万円

※被害額はキャッシュカード受取型・送付型によるＡＴＭ引出し額を含む。

キ ャ ッ シ ュ カ ー ド 「 封 筒 す り 替 え 型 」
被 害 に 御 注 意 ！ ！

犯人は、警察官や金融機関職員等になりすまし「キャッシュカー

ドが不正利用されている」、「キャッシュカードは証拠品になるの

で厳重に保管して」等と嘘を言い、あらかじめ用意した封筒にカー

ドと暗証番号を書いたメモを入れさせます。

その後、「割り印が必要」と言い、家人が印鑑を取りに行った隙

にポイントカードなど別のカードが入った封筒とすり替え、それを

家人に渡して立ち去ります。

～ こんな事があったら、すぐに警察署へ連絡して下さい ～

自動通話録音警告機の貸出について

現在、三重県警察では、特殊詐欺犯人からの「だ

ましの電話」をブロックするのに有効な「自動通

話録音警告機」を貸し出しています。

希望される方は、伊賀警察署生活安全課まで

御連絡ください。

なお、貸し出しする機器の台数に限りがありま

すので御了承下さい。
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